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各都道府県介護保険担当課（室） 

各保険者介護保険担当課（室） 御中 

← 厚生労働省 老健局 介護保険計画課 

今回の内容 
 

 

住民基本台帳法の一部を改正する法

律の施行に伴う介護保険の取扱いに

ついて 

 

計７枚（本紙を除く） 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 
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FAX : 03-3503-2167 
 

 





って住所を有する者等が住民基本台帳法の適用対象となることを踏まえ、改
正住基法施行日以後、同法第 30条の 45 に規定する外国人住民を介護保険の
被保険者とする。 
加えて、３か月以下の在留期間を決定された者であっても、資料等により

３か月を超えて滞在すると認められる者については、国民健康保険の被保険
者資格の取扱いを踏まえ、介護保険においても被保険者として扱うことがで
きることとする。 

 
第２ 世帯の取扱いについて 

改正住基法の施行により、住民基本台帳上で日本人と外国人が同一の世帯
となることが可能になることを踏まえ、介護保険制度における世帯について
も、住民基本台帳の世帯と同一のものとする。 

 
第３ 被保険者証の取扱いについて 
（１） 被保険者証の氏名表記の取扱いについて 

    改正住基法施行日以後、住民票における外国人の氏名表記が一定の方
法に統一されるが、介護保険の被保険者証については、現行どおり、国
において統一の方法を示すこととはしないため、保険者の判断による取
扱いとしていただいて差し支えない。 

（２） 被保険者証の有効期限の取扱いについて 
    改正住基法施行日以後、中長期在留者（在留カード交付対象者）につ

いては、住民票に在留期間満了の日が記載されることとなるが、現行ど
おり、介護保険の被保険者証には有効期限の記載は不要とする。 
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